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行田市忍・行田・埼玉・太田中学校区義務教育学校（仮称） 

基本設計業務委託プロポーザル実施要領 
１ 目的 

本実施要領は、「行田市忍・行田・埼玉・太田中学校区義務教育学校（仮称）基本設計業務委託」の優先交渉

権者を公募型プロポーザル方式により選定するため、必要事項を定める。 

 

２ 業務概要  

（１）委託業務名  

行田市忍・行田・埼玉・太田中学校区義務教育学校（仮称）基本設計業務委託 

（２）業務内容  

      「行田市忍・行田・埼玉・太田中学校区義務教育学校（仮称）基本構想」（以下「基本構想」という。）

の内容を踏まえ、令和１２年度に開校を目指すＢブロック（忍中学校区、行田中学校区、埼玉中学校区、

太田中学校区）内における義務教育学校を建設するための基本設計業務 

     ※詳細は、「行田市忍・行田・埼玉・太田中学校区義務教育学校（仮称）基本設計業務委託特記仕様書」

のとおり。 

（３）履行期間 

      契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

  （４）業務担当課 

      行田市教育委員会教育総務課 

【住所】〒３６１－００５２ 埼玉県行田市本丸２番２０号 

【電話】０４８－５５６－８３１１（内線５３１９） 

【FAX】０４８－５５６－０７７０ 

【電子メール】kyouiku-s@city.gyoda.lg.jp 

 

３ 委託料（上限額） 

１４６，３００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とし、これを上回る価格の提案は、受け付けな

い。 

 

４ 実施方法 

公募型プロポーザル方式 

 

５ 参加資格 

   プロポーザルに参加しようとする事業者は、次に掲げる事項を全て満たす単体事業者とする。 

   なお、参加者が契約締結までの間に、以下の要件を満たさなくなった場合は、その参加資格を失うものとす

る。 

（１）行田市建設工事等競争入札参加資格者名簿及び埼玉県建設工事等競争入札参加資格者名簿の最新版のいず

れかにおいて、登録されている者であること。 

※当該名簿に未登載の者にあっては、以下の書類を提出し、本市担当者の確認を受けることによって、当

該名簿への登載に代えることができる。 

    ア 履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

    イ 財務諸表（貸借対照表、損益計算書） 

    ウ 法人税、消費税及び地方消費税の記載がある納税証明書（未納がないことの証明） 
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    エ 行田市内に本店、支店、営業所等の事務所を有する法人にあっては、法人市民税の納税証明書（未納

がないことの証明） 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第１項にお

いて準用する場合も含む。）の規定に該当しない者であること。 

（３）行田市契約規則（昭和５１年規則第２２号）第１２条の規定に該当しない者であること。 

（４）行田市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成５年告示第５４号）に基づく指名停止を受けていな

いこと。 

（５）行田市契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２２年告示第２４３号）に基づく入札参加除外を受けていな

いこと。 

（６）平成２８年以降に他自治体において、校舎及び屋内運動場を合わせて延床面積８，０００㎡以上の同種・

類似業務の実績を有していること。 

ア 同種業務  

義務教育学校または小中一貫教育を実践する併設型小学校・中学校（全て国立・公立・私立を問わ

ない）に供される建物で、延床面積８，０００㎡以上の新築・増築・改築に係る基本設計業務または

実施設計業務を元請として完成させた業務をいう。 

イ 類似業務 

 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校（全て国立・公立・私立を問わない）に

供される建物で、延床面積８，０００㎡以上の新築・増築・改築に係る基本設計業務または実施設計

業務を元請として完成させた業務をいう。 

※ 増築または改築に係る設計業務については、当該増築部分または改築部分の延床面積が８，０００㎡

以上であることを要する。 

 （７）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行い、５年以

上継続していること。 

（８）提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

 

６ 配置予定技術者の要件 

 （１）管理技術者及び建築（総合）主任技術者は、一級建築士であること。また、参加表明者の組織に所属して

いること。 

 （２）建築（構造）主任技術者は、構造設計一級建築士または一級建築士であること。 

 （３）電気及び機械の主任技術者は、設備設計一級建築士または一級建築士または建築整備士であること。 

 （４）管理技術者は、主任技術者を兼任しないこと。また、各主任技術者は他の分担業務分野の主任技術者を兼

任しないこと。 

   ア 管理技術者 本業務全般の業務管理及び統括を行う者とする。 

   イ 主任技術者 管理技術者のもとで、各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者とする。 

 （５）分担業務分野の分類は、令和６年度国土交通省告示第八号において示される下表の範囲とする。     

分担業務分野 業務内容 

建築（総合） 
令和６年国土交通省告示第８号における別添一、１、一、ロ、（１）戸建木造住宅以外の   

建築物に係る成果図書の表の設計の種類欄の（１）総合に係るもの 

建築（構造） 同上（２）構造に係るもの 

電 気 同上（３）設備の（ⅰ）電気設備に係るもの 

機 械 同上（３）設備の（ⅱ）給排水衛生設備、（ⅲ）空調換気設備、（ⅳ）昇降機等に係るもの 
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（６）本プロポーザル参加に当たって提出する、「配置技術者の業務実績調書」（様式－４）に記載した管理技術

者及び主任技術者は、発注者と契約した場合は、必ず本業務を担当すること。 

 

７ プロポーザルの審査及び選定方法 

   本プロポーザルは二段階審査方式で行う。 

（１）一次審査 

「一次審査評価項目及び配点」（別表－１）に基づき書類審査を実施し、評価点合計の上位５者程度を一

次審査通過者として選定する。また、応募数が５者程度を下回る場合でも、一次審査を実施する。なお、

一次審査の評価結果は、二次審査に引き継ぐこととする。 

（２）二次審査 

    プロポーザル審査委員会において、二次審査の参加資格を有すると認められた者を対象として、提出書

類を用いてヒアリングを行い、「二次審査評価項目及び配点」（別表－２）により評価する。一次審査、二

次審査の評価結果を合計した総合評価点をもとに、優先交渉権者及び次点者をそれぞれ１者選定する。 

    最高点を得た者が２者以上いる場合は、二次審査の評価点が高い者を優先交渉権者とする。その上で同

点の場合は、受託予定金額の低い方を優先交渉権者とする。 

    優先交渉権者が契約を辞退した場合、または優先交渉権者がその資格を喪失した場合は、次点者を優先

交渉権者に選定する。 

なお、総合評価点が３００点満点の内１８０点以上を満たしていることが条件となる。 

 （３）総合評価点の考え方 

     各審査員の評価点の平均（各審査員の評価点の合計を審査員数で除した点数）を総合評価点とする。 

   

８ プロポーザル実施スケジュール 

  内  容 日  時 

実施要領等の公示 令和８年５月７日（木）から 

実施要領等に関する質問書の受付期間 
令和８年５月１４日（木） 

午後５時まで 

質問書に対する回答 令和８年５月２１日（木） 

一次審査書類（参加表明書、事業者業務実績調書、配置

技術者の業務実績調書）の提出期限 

令和８年５月２８日（木） 

午後５時まで 

一次審査結果通知（書面通知） 令和８年６月３日（水） 

二次審査書類（技術提案書等）の提出期限 
令和８年６月３０日（火） 

午後５時まで 

二次審査（プレゼンテーション、ヒアリング） 令和８年７月６日（月） 

プロポーザル審査結果通知書の発出及び審査結果の公表 令和８年７月上旬（予定） 

契約締結 
優先交渉権者との事務手続きを経て

速やかに締結 

 

９ 実施要領・仕様書等の公表及び取得 

 （１）公 表 日  令和８年５月７日（木） 

 （２）公表場所  行田市ホームページ 
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 （３）取得方法  市ホームページよりダウンロードすること。 

※紙での提供は行わない。 

 

１０ 質問書の提出及び回答 

（１）受付期間  令和８年５月１４日（木）午後５時までの必着とする。 

（２）提出方法  業務担当課（２ 業務概要（４）参照）に質問書（様式－１）を電子メールで提出すること。

なお、電話や窓口での個別の質問や評価方法等に関する質問は受け付けない。 

※メールの件名は「【会社名】行田市義務教育学校基本設計業務に係る質問」とし、質問書

提出時は、提出した旨を業務担当課まで電話で報告すること。なお、電話連絡の時間は祝

日・休日を除く、月曜日から金曜日の午前９時～正午、午後１時～５時とする。 

（３）提出様式  質問書（様式－１） 

（４）回  答  令和８年５月２１日（木）までに市ホームページへ掲載し、参加者全員に対して個別に回答

はしない。ただし、回答に当たり、次の事項は公表しない。 

         ・質問した事業者名 

          ・個人情報を含んだ事項 

 

１１ 一次審査書類（参加表明書、事業者業務実績調書、配置技術者の業務実績調書）の提出及び結果通知 

参加を希望する事業者は、本要領及び仕様書等記載の業務内容を熟読の上、次のとおり必要書類を提出する

こと。 

（１）提出期限  令和８年５月２８日（木）まで（祝日・休日を除く）の午後５時まで 

※持参の場合は、正午から午後１時までの間を除く 

※郵送の場合は必着 

（２）提出書類   

    提出書類は以下の書類とし、指定の様式に基づき作成すること。様式は市ホームページからダウンロー

ドすること。 

 提出書類 様式 部数 

① 参加表明書※ 様式－２ １ 

② 事業者業務実績調書※ 様式－３ ３ 

③ 配置技術者の業務実績調書※ 様式－４ ３ 

※それぞれ資格または実績を証明する資料を各部数に応じて添付すること。なお、添付資料の例は以下の

とおりとする 

     

【添付書類】 

①関係  行田市競争入札参加資格審査結果通知書等の写し 

 履歴事項全部証明書（登記簿謄本）※ 

 財務諸表（貸借対照表、損益計算書）※ 

 法人税、消費税及び地方消費税の記載がある納税証明書※２ 

 法人市民税の納税証明書※ 

 一級建築士事務所としての登録を証明する書類の写し 

※ 実施要領の「５ 参加資格（１）」に示す名簿への登載が無い場合 

②関係  履行実績の確認書類 （例：契約書の写し及び業務完了証など） 

③関係  資格証等の写し 
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（３）提出方法  

ア 業務担当課（２ 業務概要（４）参照）に持参又は郵送で提出すること。 

なお、郵送の場合は、封筒などの表面に「行田市義務教育学校基本設計プロポーザル参加表明書在

中」と朱書きすること。 

イ 提出書類の受領確認を行い次第、参加表明書受領書を電子メールで送付する。 

なお、持参の場合はその場で交付する。 

ウ 郵送の場合の送料は、応募者負担とする。受取人払いについては受付けない。 

エ 発注者は、郵送時における破損、遅延などの責任を負わない。 

オ 使用する言語及び単位は、日本語、日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単

位とする。 

（４）審査結果通知、技術提案書等の提出及び二次審査（プレゼンテーション、ヒアリング）への出席依頼 

提出された書類により、参加資格、実績等を審査し、その結果を令和８年６月３日（水）までに電子メ

ールにて通知する。 

二次審査の参加資格を有すると認められた者は、二次審査書類（技術提案書等）の提出及び二次審査（プ

レゼンテーション、ヒアリング）への出席を依頼する。 

（５）辞  退 参加表明後に辞退する場合は、辞退届（様式－５）を提出するものとする。 

（６）禁止事項 参加表明書を提出した者は、業者選定が終了するまでの間、業務担当課職員及びその上位の職

にある職員に対し、本プロポーザルの手続きとして必要な場合を除き、面談、電話等の接触を

してはならない。また、本公示後、審査委員に対して本プロポーザルに関する接触を求めては

ならない。なお、接触を求める行為が認められた場合は、失格とする。 

 

１２ 二次審査書類（技術提案書等）の提出 

（１）提出期限 令和８年６月３０日（火）まで（祝日・休日を除く）の午後５時まで 

※持参の場合は、正午から午後１時までの間を除く 

※郵送の場合は必着 

（２）提出書類   

    提出書類は以下の書類とし、指定の様式に基づき作成すること。様式は市ホームページからダウンロー

ドすること。 

    提出書類 様式 部数 

① 二次審査書類届出書 様式－６ １ 

② 業務実施方針 任意様式 １５ 

③ 技術提案書 任意様式 １５ 

④ 見積書 様式－７ １ 

⑤ 見積内訳書 任意様式 １ 

 

（３）提出方法   

ア 業務担当課（２ 業務概要（４）参照）に持参又は郵送で提出すること。 

なお、郵送の場合は、封筒などの表面に「行田市義務教育学校基本設計プロポーザル技術提案書在

中」と朱書きすること。 

イ 提出書類の受領確認を行い次第、二次審査書類受領書を電子メールで送付する。 

なお、持参の場合はその場で交付する。 

ウ 郵送の場合の送料は、応募者負担とする。受取人払いについては受付けない。 
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エ 発注者は、郵送時における破損、遅延などの責任を負わない。 

オ 使用する言語及び単位は、日本語、日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単

位とする。 

（４）業務実施方針及び技術提案書作成に係る留意事項 

  ア 業務実施方針及び技術提案書は、「基本構想」の内容を踏まえた上で、以下のテーマについてそれぞれ

作成すること。     

【業務実施方針】 

テーマ 内 容 

①取組方針 
 本業務の目的達成のために、重要と考える事項について整理し、事業者

としての姿勢や意欲について記述すること。 

②実施体制 
 本業務を遂行する上での実施体制、配置を整理するとともに、業務に従

事するメンバーの強みについて記述すること。 

③業務工程 

 本業務委託の全体スケジュールと仕様書Ｐ３～Ｐ６に記載の「設計業務

の内容及び範囲」に示す各項目の実施期間及び必要工数を表形式で記述

すること。作成に当たっては、 実効性のある最適なスケジュールを記

述すること。 

【技術提案書】 

テーマ 内 容 

①新しい学校を整備

する上での考え 

 義務教育学校としての特徴や新しい時代に求められる学校像について

整理し、景観への配慮も含めて魅力的な学校とするための提案を行うこ

と。 

②敷地活用の考え 

 周辺施設との連携、周辺道路や敷地の状況をはじめ、登下校時における

子どもたちの安全確保などを踏まえた、敷地内における動線計画及び近

隣住民への配慮事項などについて提案すること。 

③学校施設における

諸室等の構成に係

る考え 

 義務教育９年間における学年の区切りの他、効果的な小中一貫教育の実

践、さらには昨今変容を遂げる学びのスタイルを意識した各諸室の配置

についての考え方について提案すること。その際は、学びの空間だけで

なく、子どもたちの生活空間や地域交流の場、職員にとっての職場であ

ることも踏まえつつ、児童生徒数の減少も想定して提案すること。 

④スケジュール及び

コスト縮減に向け

た考え 

 令和１２年度の開校に向けて、設計・施工期間の短縮などを含めた提案

とともに、物価高騰が続く中で、適正なコストでマネジメントを行う提

案を行うこと。 

  イ 業務実施方針及び技術提案書は、Ａ３サイズの用紙にまとめて６枚以内で作成すること（片面横使い、

カラー可）。 

ウ 文字の大きさは、原則１０．５ポイント以上とする（図、イラスト及び写真等の説明に係る文字の大

きさはこの限りではないが、見やすい大きさとすること）。 

エ 文章を補完するための写真、イラスト及びイメージ図は使用できるが、設計の内容が著しく具体的に

表現されたものとならないよう注意すること。視覚的表現は、国土交通省が公表している「建築設計業

務委託の進め方－適切に設計者選定を行うためのマニュアル－」（平成３０年５月全国営繕主管課長会

議）の４９ページ～５３ページを参照して資料を作成すること（具体的な建物の設計またはこれに類す

る表現、詳細・細部の描き込みや、簡易でない表現がされていると認められる場合は、減点対象となる

場合がある）。 
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  オ 使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨及び計量法に定める単位とする（ただし、専門

用語などは日本語以外の言語の使用を可とするが、その場合は同一ページ内に注釈を付けること）。 

カ 記載内容については明瞭かつ具体的な記載とし、専門知識を有しない者に対する配慮をすること。 

キ 公平かつ公正な審査を行うため、事業者名、社名、ロゴマーク、実績等、事業者を特定できる標記は

しないこと。 

ク 見積書は、契約期間（契約締結日から令和９年３月３１日まで）の総額（消費税及び地方消費税を含

む金額）を記載すること。なお、本要領「３ 委託料（上限額）」を超過しない金額で作成すること。 

ケ 見積内訳書は、項目別に実施担当者の配置人数及び作業日数等の見積の内訳が分かるよう記載するこ

と。なお、内訳とは整合のない形で、合計金額の増減を行う「改め額」等の算出はしないこと。 

 

１３ 二次審査（プレゼンテーション、ヒアリング） 

二次審査の参加資格を有すると認められた者によるプレゼンテーション及び審査委員会によるヒアリング

を行う。 

（１）開催期日 令和８年７月６日（月） 

（２）開催時間 参加者に個別に通知する。 

（３）開催場所 参加者に個別に通知する。 

（４）説 明 者 当該業務に従事予定の管理技術者を含む４名までとする。作業内容等により担当を複数置く場

合は、複数での説明を認める。 

（５）説明時間 プレゼンテーションは３０分以内、質疑応答２０分程度とする。 

（６）動作環境 プロジェクター、スクリーン、ＨＤＭＩケーブル及び延長コードは市が用意する。パソコン及

びその他必要な関連機器は提案者が用意し、当日持参すること。 

（７）そ の 他  

ア 業務実施方針及び技術提案書で設定したテーマについて説明すること。 

イ プレゼンテーション実施時の画面投影、画面操作は発表者が行うこと。 

ウ 事前提出資料は、審査の公平性確保のため、事業者名が特定できないよう一部加工したものを審査委

員に配布する。そのため、プレゼンテーションにおいて社名が特定できる発言は控えること。 

エ 自己紹介等の時間は特別設けない。 

オ 提出した業務実施方針及び技術提案書以外の追加資料の配布は認めない。 

カ 審査は非公開とする。 

キ 会場への誘導は、集合場所から係員の指示に従うこと。 

ク 二次審査（プレゼンテーション、ヒアリング）に出席しない場合は、参加意思がないものとみなし、

審査の対象としない。 

   ケ 参加者が１者のみでも、二次審査（プレゼンテーション、ヒアリング）を実施し、優先交渉権者の選

定を行うものとする。 
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１４ 二次審査の結果通知及び公表 

     審査結果は、プロポーザル審査結果通知書により通知する。 

なお、各提案者の評価結果は、審査過程の透明性を確保するため、次のとおり市ホームページにおいて

公表する。なお、選定されなかった提案者が１者であった場合は、当該提案者の名称は公表しないものと

する。 

公表事項 優先交渉権者 次点者 非候補者 備考 

二次審査の参

加資格を有す

ると認められ

た者の名称 

公表する 公表する 公表する 
非候補者が１者の場合

は非公表 

評価点 公表する 公表する 
提案者の名称を非

公表の上、公表する 

 

 

１５ 現地説明会 

    実施しない。 

 

１６ 失格 

   参加者が次のいずれかに該当する場合には、失格となる。 

 （１）提出資料等が本要領で示す期限を過ぎて提出された場合。 

 （２）提出資料等が本要領の提出方法に適合しない場合。 

 （３）提出資料等が本要領に示されたテーマや内容に適合しない場合。 

 （４）提出資料等に虚偽の記載があった場合。 

 （５）審査委員会委員及び業務担当課職員に不当な働き掛けをした場合。 

 （６）審査の公平性を害する行為があった場合。 

 （７）本要領「３ 委託料（限度額）」を超えた場合。 

 （８）本要領「５ 参加資格」に示す要件を欠くことになった場合。 

 （９）その他本要領に違反すると認められた場合。 

 

１７ 契約の締結について 

 （１）協議・契約 

ア 最終的に選定された優先交渉権者においては、契約仕様について協議の上、契約に必要な書類をそ

ろえ、速やかに「行田市建築設計業務委託契約約款（著作権譲渡無）」に基づき契約を締結するもの

とする。なお、技術提案書及びプレゼンテーション審査時において提示された提案については、契約

仕様の協議対象とするが、提案内容から逸脱する協議は認めない。 

イ 優先交渉権者が、契約締結前に発注者における指名停止または指名停止措置を受けた場合は、契約

を締結しないこととし、この場合発注者は一切の損害賠償の責を負わない。 

ウ 優先交渉権者が、契約締結前に「１６ 失格」に記載されている事項に該当することが判明した場

合、または契約締結を辞退した場合は、次点者と協議し、契約を締結する。 

 

１８ 提出書類の取扱い 

（１）技術提案書等は１者につき１提案とする。 

（２）受付後の提出書類は返却しない。 
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（３）受付期限後の提出書類の変更、追加、差し替え若しくは再提出は認めない。 

（４）提出された技術提案書等は、本プロポーザル以外の用途に使用しない。 

（５）提出された技術提案書等の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に

基づき保護されている第三者の権利の対象となっている材料、履行方法等を使用した結果生じる責任は、提

案者が負うものとする。 

（６）提出された技術提案書等は、透明性や客観性を期すため、行田市情報公開条例（平成１５年条例第２１

号）に基づく公開請求の対象となる。 

 

１９ 情報公開及び提供 

プロポーザル方式による優先交渉権者選定における透明性を高めるため、審査結果を行田市情報公開条例に基

づき公表する。 

 

２０ その他 

（１）本プロポーザルの参加等に要する費用は、全て参加者の負担とする。 

（２）本事業提案の参加者が１者であった場合であっても、一次審査、二次審査を実施し、本市の定める合格基

準点を上回る提案であった場合は優先交渉権者として契約に向けて交渉を行う。 

（３）プロポーザル参加者は、プロポーザルの実施に関して知り得た情報を他に漏らし、また、自己の利益のために利

用することはできない。このことはプロポーザル終了後においても同様とする。 

（４）審査等の経緯及び結果についての異議申し立ては受け付けない。ただし、選考に基づき、不採用の通知を

受けた者は、市長が通知をした日の翌日から起算して７日（土日、祝日を除く。）以内に、書面により市長に

対して不採用となった理由についての説明を求めることができる。この場合、市長は説明を求められた日の

翌日から起算して１４日（土日、祝日を除く。）以内に、書面により回答するものとする。 

（５）本プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（６）天災その他やむを得ない事由によりプレゼンテーション等を行うことができないときは、延期、中止する

ことがある。この場合、参加申込者はプロポーザルの参加に要した費用を発注者に請求することはできない

ものとする。 

（７）新校整備に当たり、事業手法として基本設計先行型ＤＢ方式を採用することとしているが、本業務を受注

した者が、その後の実施設計・施工に参加することについて現時点で制限する予定はない。 

 


